
別添２「制度要綱フロー」

長久手市学生消防団活動認証制度実施要綱における認証までのフロー図

　要綱に基づく認証に至るフローは、被認証者である学生消防団員の消防団長への「①推薦依
頼」から、市長が交付する「⑧認証状等の受理」まで下図のとおりの流れとなります。

依頼 

通知書 
伝達 

認証状、認証証明書の交付 

①【推薦依頼】 
 

 認証を希望する学生消

防団員は、消防団長に認

証の推薦を依頼します。 

➅【審査結果の確認】 

 

 消防団長から認証審査

結果が通知されます。 

➇【認証状等の受理】 
 

 市長から認証状の交付

を受けます。希望する場

合は、企業提出用の認証

証明書も交付されます。 

学生消防団員 

➁【推薦】 
 

 消防団長は、認証の推

薦実績が認められる場合

は、市長に認証推薦書を

提出します。 

➄【決定通知の受理】 

 

 消防団長は、認証審査

に係る決定通知を受理し、

決定内容を学生消防団員

に通知します。 

消防団長 

➂【審査】 
 

 市長は、消防団長から

推薦のあった学生消防団

員の認証の可否を審査し

ます。 

➆【交付】 
 

 市長は、審査の結果、

認証することを決定した

場合は、「認証状」（本

人用）と「認証証明書」

（企業提出用）を交付し

ます。 

➃【通知】 
 

 市長は、審査結果を消

防団長に通知します。 

 
※認証可→認証決定通知書 

 認証否→審査決定通知書 

市長 

推薦書 

の提出 


